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Ⅰ. 構想エリアの特性把握と開発方針 
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I．構想エリアの特性把握と開発方針 
 

１．構想エリアの特性把握 

 

（１）各ゾーンの比較検討 

平成２７年度に策定した「出流原ＰＡ周辺総合物流開発整備に関する基本構想書」にお

いて設定された構想エリアＡからＦゾーンについては、周辺環境や法規制、地形条件など

現況に差がある。そこで、各ゾーンの特性について把握し、開発規模、交通条件、開発容

易性について比較検討した。 

 

■ゾーン設定 
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① 開発規模 

平成 27 年の企業アンケートから試算した、出流原ＰＡ周辺において想定される需要面

積 7.8ha～23.0ha を基準にゾーン単独で需要面積を確保できるかについて比較検討した。

また、需要の変化に柔軟に対応するために、各ゾーン間の拡張性（相互利用性）につい

て比較検討した。 

想定される宅地面積については、Ａ、Ｂ、Ｅゾーンで確保可能であった。特にＥゾー

ンについては、想定される最大需要面積 23.0ha 以上の宅地面積の確保が可能であった。 

各ゾーン間の拡張性については、Ａゾーンが最も高く３方向（Ｂ，Ｄ，Ｆ）、次いでＤ

ゾーンが２方向（Ａ，Ｃ）であった。 

 

② 交通条件 

物流・産業地として重要な（仮称）出流原ＰＡスマートインターチェンジ（以下、ス

マートＩＣ）とのアクセス、また、佐野田沼インター産業団地に整備された佐野インラ

ンドポート（以下、佐野ＩＰ）とのアクセスについて比較検討した。 

スマートＩＣとは、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄゾーンが近接しており、Ｅゾーンにおいてはやや

距離を有した。 

佐野ＩＰとはＣゾーンが最も距離が短く、次いでＤゾーン、Ａ，Ｂ，Ｅゾーンについ

てはほぼ同じであった。 

Ｆゾーンは、ゾーン単独では接道していないため、ゾーンまでのアクセス道路の整備

が必要となる。 

 

③ 開発容易性 

事業スケジュールに影響を与える要素（法規制、地形・地質条件、基盤整備、周辺環

境、権利・補償対象）により、開発、事業化の容易性について比較検討した。 

法規制については、Ａ，Ｄ，Ｆゾーンにおいて影響が少ないが、Ｂ、Ｃ，Ｅゾーンに

おいては農用地が指定されているため、農用地除外の手続きに時間を要する可能性があ

る。また、Ｃゾーンにおいては、ほぼ全域が埋蔵文化財包蔵地となっており、開発には

発掘調査が必要となり、事業スケジュールに影響する。 

地形・地質条件については、Ｃ，Ｅ，Ｆゾーンでは区域内の高低差が小さく平坦であ

るが、Ａゾーンは高低差が大きく、Ｂ，Ｄゾーンもやや高低差がある。Ｂ，Ｃ，Ｅゾー

ンは水田として利用されていることから、地盤改良等が必要となる可能性がある。Ｄゾ

ーンは、地質が石灰岩で造成の難度が高くなる可能性がある。 

基盤整備については、Ａ～Ｅゾーンにおいて上水道の供給は可能だが、雨水排水施設

の整備は必要である。ただし、Ｂ，Ｅゾーンにおいては河川が近接しているため、他ゾ

ーンに比べ雨水排水設備の整備が容易な可能性がある。Ｆゾーンについては、各種イン

フラ整備が必要となる。 
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周辺環境については、Ａ，Ｆゾーンにおいて住宅地と隣接しておらず、Ｂ，Ｅゾーン

においては一部隣接している。Ｃ，Ｄゾーンは住宅地に隣接しており、Ｄゾーンは風致

公園にも隣接している。 

権利・補償対象については、Ｆゾーンが最も少なく、次いでＡゾーンが少ない。Ｂ，

Ｃ，Ｄゾーンはやや多く、Ｂゾーンは補償対象となる建物が多い。Ｅゾーンは地権者が

最も多く、事業スケジュールに対する影響が大きい。 

 

（２）各ゾーンの比較検討の結果 

Ａゾーンについては、物流・産業地として必要な面積が確保可能であり、周辺環境も

阻害要因がなく、交通利便性も高い。また、開発容易性が高いため、比較的迅速な開発

が可能である。 

Ｂゾーンについては、物流・産業地として必要な面積が確保可能であり交通利便性も

高いが、地権者や補償対象が多く、区域の一部が農用地区域等も指定されていることか

ら事業化に時間を要すると思われる。 

Ｃゾーンについては、国道、県道、高速道路の結節点となっており交通利便性は最も

高いが、周辺に住宅が多いため、環境に与える影響が大きい産業施設等の立地は配慮を

要する。また、全域が埋蔵文化財包蔵地、土地改良事業施行済の農用地区域であり、比

較的補償対象も多いことから、事業化に時間を要すると思われる。 

Ｄゾーンについては、開発の支障となる法規制は少ないが、地形条件から、確保可能

な宅地面積が小さく、開発効率が低い。市街地に隣接し、風致公園に近接することから、

環境に与える影響が大きい産業施設等の立地は配慮を要する。また、区域内の高低差・

地質から造成の難度が高い。 

Ｅゾーンについては、開発面積は大きく平坦な地形のため開発効率がよいが、地権者

や補償対象が多く、区域の全域が農用地区域等も指定されていることから事業化に時間

を要すると思われる。 

Ｆゾーンについては、開発容易性は高いが宅地面積が小さいため、当該ゾーン単独で

の物流、産業機能の導入は難しく、かつ単独でのインフラ整備は効率が低い。 

 

比較検討の結果についてまとめたものを、次ページに図示する。 
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■比較検討図 
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２．開発方針 

（１）基本方針 

各ゾーンの特性、物流産業の動向等を踏まえ、出流原ＰＡ周辺総合物流開発整備事業に

おいては以下の方針で開発を進める。

■基本方針 

（２）段階的開発 

各ゾーンの特性及び開発方針を踏まえ、Ａゾーンの開発整備を進めるとともに、Ｂから

Ｆゾーンについては弾力的に開発を行う。 

○第１段階 

・Ａゾーンの事業準備（農地転用、地区計画決定、地権者との協議、用地買収等）及

び整備を進める。 

○第２段階 

・Ｂ～Ｆゾーンは、企業ニーズ等を確認し、Ａゾーンの整備やスマート IC 開設の効果

を踏まえ、事業化に向けて必要な調整、手続き（農用地区域の除外及び農地転用、

市街化区域への編入、埋蔵文化財調査、地権者との協議等）を進め、民間事業者と

の連携・役割分担による事業の推進を図る。

開発の留意点 

早期の開発整備 整備費用の抑制適正な規模の開発

各ゾーンの特性 

基本方針：市と民間事業者が連携した段階的開発 

・出流原ＰＡ周辺総合物流開発整備事業については、市の産業振興という目的のも

と、積極的に事業を推進すると同時に、事業の効率化や整備費用の抑制のため、

民間事業者との連携・役割分担による事業の推進を図る。 

・開発においては、それぞれのゾーン特性を踏まえ、早期の事業着手を行うゾーン、

開発需要に合わせた拡大整備を行うゾーンという段階的な開発を行う。 
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Ⅱ．計画条件の把握 
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2.5km

5.0km

対象区域 
(H27 年度基本構想時の

A ｿﾞｰﾝ)

II．計画条件の把握 
第１段階であるＡゾーンを対象区域とし、計画を策定するための条件を整理する。 

１．地区の概況 

（１）位置 

・対象区域は佐野市出流原町に位置する、面積約 14ha の区域である。 

・北関東自動車道出流原パーキングエリアに隣接し、佐野田沼ICから直線距離で約2.5km、

ＪＲ佐野駅から約 7.0km の距離にある。 

■地区の位置 
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（２）地形・地質 

・対象区域は北側半分程度が鉱山跡地となっており、南側半分は農地と宅地が混在して

いる。また、北西から南東に向けて傾斜する斜面地で、区域内の高低差は約 30m とな

っている。 

・地質は礫・砂が多く、次いで砂岩、チャートとなっており、地質条件は比較的良好で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：土地分類基本調査表層地質図栃木県「栃木」（昭和 61 年）を基に作成

対象区域 
(H27 年度基本構想時
の A ｿﾞｰﾝ) 
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（３）法規制 

・対象区域はほぼ全域が農業振興地域となっているが、農用地はない。 

・小規模ではあるが、一部、地域森林計画対象民有林が指定されているため、伐採届け

等の手続きが必要となる。 

・その他、都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律を始めとした関係法令の影響

はない。 

 

■法規制の状況 

項目 状況 

都市計画法 

上位計画との不整合 
(都市マス等変更の必要) 

なし 

用途地域に隣接 なし 

市街化区域編入が必要 
(県方針。開発 20ha 以上)

なし 

農業振興地域の整
備に関する法律 

農振農用地の指定 
(農用地除外が必要） 

なし 

農地法 農地転用手続き 一部に農地あり 

 (土地改良法) 土地改良事業実施 なし 

森林法 
林地開発 
(地域森林計画対象民有
林) 

一部に指定あり 

文化財保護法 
発掘調査必要性 
(埋蔵文化財包蔵地) 

なし 

土砂災害防止法 
土砂災害警戒区域、 
特別警戒区域の有無 

なし 

栃木県環境影響評
価条例 

環境影響評価対象 
(開発面積 50ha 以上) 

なし 
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対象区域 
(H27 年度基本構想時
の A ｿﾞｰﾝ) 
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（４）基盤施設整備状況 

・道路：対象区域は一般県道 山形寺岡線（車道２車線、片側歩道）の沿道となっており、

国道 293 号にも容易にアクセスできる。 

・供給処理施設：排水施設は、県道の道路側溝による雨水排水のみであり、公共下水道

計画区域からは離れている。上水道は、県道に整備されており、区域内への上水供給

が可能となっている。工業用の高圧線等は、周辺に施設が整備されていない。 

（５）周辺環境 

・対象区域の周辺は、区域北側は彦間川、北西側は鉱山が広がる山地となっており、南

側は北関東自動車道となっている。県道を挟んで東側は主に農地となっている。 

・対象区域の周辺は市街化されておらず、家屋等は比較的少ない。 

（６）交通環境 

・対象区域は、出流原 PA に整備されるスマート IC に近接しており、幹線道路である国

道 293 号にも容易にアクセスできるなど、広域的な自動車交通の便が良い立地となっ

ている。 

・既に整備済みの佐野インランドポートとは一般県道 山形寺岡線と国道 293 号によりア

クセス可能で、経路延長は約 2.6km となっている。 

・佐野インランドポートとの経路の一部が住居系用途地域の市街地と接し、近隣の小学

校、中学校の通学路と交差している。 
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対象区域 
(H27 年度基本構想時
の A ｿﾞｰﾝ) 
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対象区域 
(H27 年度基本構想時
の A ｿﾞｰﾝ) 
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２．現況地形図 

基本計画図の作成にあたり、使用する現況図は以下の方法により作成した。 

 

・都市計画図の白図(1/2,500)を基とした。 

・平成 28 年度 (仮称)出流原 PA スマート IC設置検討に係る地質調査及び地形測量業務

委託および、平成 29 年度 北関東自動車道 出流原 PA・スマート IC 路線測量（東日

本高速道路㈱）の現況図を合成した。 

・対象区域北西側に位置する鉱山跡地については、現在計画されている盛土計画の完成

形(FH=97.5)を現況とみなし現況図へ合成した。 

 
■現況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市道赤見 297 号線 

北関東自動車道路 
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３．区域境界及び隣接する道路の状況 

 

（１）県道、市道の状況 

１）一般県道 山形寺岡線 

対象区域東側の一般県道 山形寺岡線(W =約 11ｍ)は区域側に W=約 2.5ｍの歩道が設

置されている片歩道の道路であり、Ｈ29 年度の全国道路・街路交通情勢調査（平成 27

年度道路センサス）によると、現況交通量は 6,110 台/日となっている。 

             

■一般県道 山形寺岡線現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象区域 
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２）市道赤見 297 号線 

対象区域南西の市道赤見 297 号線 (W =約 4ｍ)は、本整備に合わせて 8.0ｍに拡幅を

予定しており、D ゾーンへ通り抜ける連絡路(BOX カルバート)へ接続している。 

■市道赤見 297 号線現況写真 

 
 

■市道赤見 297 号線 BOX カルバート部現況写真 

 

 

対象区域 
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（２）スマート IC 計画 

出流原 PA から一般県道 山形寺岡線へ接続されるスマート IC の計画は、平成 30 年度  

北関東自動車道 出流原 PA・スマートインターチェンジ詳細設計（東日本高速道路㈱）で

下図のとおり計画されており、対象区域の道路計画は、この計画と整合を図る。 

 
■スマート IC計画図 

 

４．工事実施時に考慮すべき支障物件等の状況 

対象区域内に工事時に撤去、移設が困難となるような支障物件は無い。 

５．地下埋設物の状況 

現地調査及び既往資料の確認の結果、対象区域内には上水道管(φ50)以外の埋設物は無

い。 

 

 

 

 

対象区域 

一般県道 山形寺岡線 
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６．区域周辺の雨水排水施設状況 

対象区域周辺に整備されている雨水排水施設は以下のとおりである。なお、整備後にお

いて、区域内の雨水排水はこれらの排水施設に流入させないことを原則とする。 

 

① 北関東自動車道管理水路 

② 県道側溝(落蓋式Ｕ字溝) 

 

■ 現況排水施設 

 

 

 
① 北関東自動車道管理水路 ② 県道側溝(落蓋式Ｕ字溝) 

   一般県道 山形寺岡線 

① 北関東自動車道管理水路 

対象区域 
(H27 年度基本構想時
の A ｿﾞｰﾝ) 
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また、対象区域は公共下水道区域外である。 

 

■下水道計画一般図(雨水)(H28 年度) 

 

 

  

対象区域 
(H27 年度基本構想時
の A ｿﾞｰﾝ) 

凡例 

全体計画区域 

 排 水 区 

 流入区域界 

 行政区域界 

 市街化区域界 
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７．区域周辺の供給処理施設状況 

 

（１）汚水排水 

汚水排水は公共下水道計画の範囲外である。 

 

■下水道計画一般図(汚水)(H28 年度)  

 
 

  

対象区域 
(H27 年度基本構想時
の A ｿﾞｰﾝ) 

凡例 

 全体計画区域 

 主な管渠(既事業計画) 

 事業計画区域(既計画) 

 行政区域界 

 市街化区域界 
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（２）上水道 

一般県道 山形寺岡線に上水管(φ100～150)が整備されている。 

 

 

■ 佐野市上水道配管図（H22 年） 

 
 

  

対象区域 
(H27 年度基本構想時
の A ｿﾞｰﾝ) 

凡例 

 上水管 
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８．河川の状況 

一級河川彦間川の河川区域より15ｍの範囲が河川保全区域に指定されている。 

 

■河川区域、河川保全区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川保全区域 

河川区域 

市道赤見 297 号線 

対象区域 
(H27 年度基本構想時
の A ｿﾞｰﾝ) 
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９．長大法面等の状況 

・対象区域北西部は、GH=80.0～97.5ｍの長大法面となっておりA-A’断面の法尻はGH=80.0

ｍの平場となっている。 

・B -B’断面の法尻は周辺より約6.0ｍ高くなっている。 

 

■断面位置図 

 

 

■断面図 

 
 

市道赤見 297 号線 

対象区域 
(H27 年度基本構想時
の A ｿﾞｰﾝ) 
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１０．既存家屋の状況 

対象区域内における現況建物の分布状況を下図に示す。 

 

■建物位置図 
対象区域 
(H27 年度基本構想時
の A ｿﾞｰﾝ) 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．基本計画 
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III．基本計画 

１．事業主体 

佐野市 

２．事業手法 

地区計画を指定し、開発行為による整備を行う。 

３．区域境界の設定 

対象区域の区域境界は下記の方針で見直しを行った。 

① ～②：既設浸透池は、区域北東の鉱山跡地から流入する排水のみ受けているため、開発エ

リアから除外する。 

② ～③：県道の用地境界を区域境界とする。 

③ ～④：市道赤見 297 号線の拡幅後の道路境界を区域境界とする。 

④ ～⑤：用地取得を行う際、分筆後に矮小な土地が残らないよう公図線に沿って区域境界を

設定する。 

⑤ ～⑥：計画法面の法肩を区域境界とする。 

⑥ ～①：既設法面の法尻を基本とし、本整備で改変を行う箇所、また法面の排水が流入する

範囲を区域境界として設定する。 

区域境界設定図及び、見直し結果について次ページより示す。 
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■区域境界設定図 

 
見直しの結果、区域面積は H27 年度 基本構想時の 14.1ha から 10.8ha となった。

市道赤見 297号線 

浸透池 
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４．設計計画 

４-１．道路計画 

現況道路の一般県道山形寺岡線及び、計画中の出流原 PA スマート IC から対象区域内へ

アクセスする区域内計画道路の計画を実施する。計画の際、対象区域内の効率的な土地利

用が可能となるよう、平面線形計画、縦断計画、幅員構成等の幾何構造等について検討を

実施する。 

 

（１）計画交通量 

出流原PAスマートICを含めた対象区域周辺道路の将来計画交通量は、平成30年度 (仮

称)出流原 PA スマート IC 交通影響評価業務委託により下図のとおり整理されており、対

象区域の計画道路については 1,715(台/日)となっている。 

本検討では、上記計画交通量を道路設計の基本条件として設定する。 

 

■計画道路計画交通量 
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また、大型車交通量は 777(台/日)となっているため、舗装計画交通量は 388(台/日 一

方向)となり、舗装設計交通量区分としてはＮ5（250 以上～1,000 台未満）となる。 

 

 
 

（２）道路区分 

計画道路の計画交通量は 1,715 (台/日)より、道路区分、設計速度は下表のとおりとす

る。 

 

道路名 道路の区分 設計速度 

12m道路 第4種第3級 30km/h 

「道路構造令の解説と運用H27.6」P149 

 

 

「道路構造令の解説と運用H27.6」P121 

                       

                  道路の存する地域 
 

高速自動車国道及び 

自動車専用道路又は 

その他の道路の別 

地 方 部 都 市 部

 高速自動車国道及び自動車専用道路 第 1 種 第 2 種 

 その他の道路 第 3 種 第 4 種 
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「道路構造令の解説と運用H27.6」P122 

 

（３）設計速度 

設計速度は、各道路の種別に従い下表のとおりとする。 

 

① 設計速度 

道 路 名 設計速度(km/h) 

12m 道路 30.0 

 

 道路区分 設計速度(km/h) 

第 1 種 

第 1 級               120               100 

第 2 級               100                80 

第 3 級                80                60 

第 4 級                60                50 

第 2 種 
第 1 級                80                60 

第 3 級                60         50 叉は 40 

第 3 種 

第 1 級                80                60 

第 2 級                60         50 叉は 40 

第 3 級      60,50 叉は 40                30 

第 4 級      50,40 叉は 30                20 

第 5 級      40,30 叉は 20  

第 4 種 

第 1 級                60         50 叉は 40 

第 2 級      60,50 叉は 40                30 

第 3 級      50,40 叉は 30                20 

                              「道路構造令の解説と運用 H27.6」P149 

 

 

    計画交通量 

（台/日）
 

道路の種類 

10,000 以上

4,000 以上

10,000 未満

500 以上 

4,000 未満

500 未満

一 般 国 道 第 1 級 第 2 級 

都 道 府 県 道  第 1 級 第 2 級 第 3 級 

市 町 村 道 第 1 級 第 2 級 第 3 級 第 4級 
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（４）幅員構成 

① 車線数 

 

 

 

 

② 車線の幅員 

道 路 名 車線の幅員(m) 備  考 

12m 道路 3.0 停車帯 1.5ｍを付加する 

 

③ 歩道の設置 

流通施設団地としての土地利用を踏まえ、歩道は宅地内側のみの片歩道(3.0ｍ)

とする。 

 

④ 標準幅員構成図 

上記の条件を基に決定した区域内計画道路の標準幅員構成図を以下に示す。 

 

 

■標準幅員構成図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

道 路 名 車線数 道路の規格 

12m 道路 1 第 4 種第 3級 
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（５）幾何構造 

① 曲線半径 

道路の曲線半径は各道路の設計速度に従い下表の半径以上とする。 

 

道 路 名 曲線半径(m) 

12m 道路 30.0 

 

設計速度(km/h) 
曲線半径(ｍ) 

標準値 特例値 

80 280 230 

60 150 120 

50 100 80 

40 60 50 

30 30  

20 15  
「道路構造令の解説と運用 H27.6」P313 

 

② 縦断勾配 

道路の縦断勾配は各道路の設計速度に従い下表の値以下とする。 

 

道 路 名 縦断勾配(％)

12m 道路 8.0 

 

設計速度(km/h) 

縦断勾配(％) 

規定値 

特例値 

第 1種、第 2種 
または第 3種 

第 4 種 

80 4 7  

60 5 8 7 

50 6 9 8 

40 7 10 9 

30 8 11 10 

20 9 12 11 

                      「道路構造令の解説と運用 H27.6」P396 
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③ 縦断曲線半径 

縦断曲線半径は、設計速度および縦断曲線形に応じ下表により決定する。 

 

設計速度(km/h) 縦断曲線の曲線形 縦断曲線の半径(ｍ) 

80 
凸 形 曲 線 3,000 

凹 形 曲 線 2,000 

60 
凸 形 曲 線 1,400 

凹 形 曲 線 1,000 

50 
凸 形 曲 線 800 

凹 形 曲 線 700 

40 
凸 形 曲 線 450 

凹 形 曲 線 450 

30 
凸 形 曲 線 250 

凹 形 曲 線 250 

20 
凸 形 曲 線 100 

凹 形 曲 線 100 

                   「道路構造令の解説と運用 H27.6」P422 

 

 

 また、最小縦断曲線長は、設計速度に応じ下表のとおりとする。 

設計速度(km/h) 縦断曲線の長さ(ｍ) 

80 70 

60 50 

50 40 

40 35 

30 25 

20 20 

                   「道路構造令の解説と運用 H27.6」P423 
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④ 横断勾配 

車道部の横断勾配は、次表より片側の車線数に応じ 1.5％とする。 

 

路面の種類 
横断勾配(%) 

片側１車線の場合 片側２車線の場合

セメントコンクリート舗装および 
アスファルトコンクリート舗装の場合 

1.5 2.0 

上記以外の路面 3.0～5.0 

                          「道路構造令の解説と運用 H27.6」P437 

 

⑤ 交差点部の縦断とりつけ 

交差点取り付け部及び交差点前後の勾配は、原則として 2.5％以下の緩勾配とする。 

 

項 目 緩勾配区間長(m) 道路種別 

12m 道路 15.0 第 4 種第 3級 

「道路構造令の解説と運用H27.6」 P464 
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（６）舗装設計 

計画道路の舗装構成は計画道路の大型車交通量に基づき下記のとおりとする。 

 

① 12ｍ道路：N5 250～1,000（台/日 一方向）未満 

 

              路床改良(セメント改良) 40cm  

 

注）（ ）内数値は、等値換算係数を示す。 

【設計値】TA’ ＝5×1.00＋5×1.00＋5×0.80＋20×0.35＋20×0.25 

  ＝26cm   

 

② 歩道舗装構成（透水性舗装） 

 

  

上層路盤：再生粒度調整砕石(RM40) 

表層：再生密粒度アスコン 5cm 

20cm 

55cm 

下層路盤：再生砕石(RC40) 20cm 

(1.00)

(0.35)

(0.25)

表層：開粒度アスコン 4cm 

10cm 19cm 

フィルター層：(再生砂) 5cm 

路盤：ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC40) 

5cm 

(1.00)

基層：再生粗粒度アスコン 

5cm (0.80) 上層路盤：再生アスファルト混合物 
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（７）交差点計画 

計画道路の起点、終点の交差点形状について検討を行う。 

 

■検討位置図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終点部 

起点部 

市道赤見 297 号線 
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① 起点部：出流原 PA スマート IC 交差点 

物流・産業地の位置付けより、交差点設計の設計車両はセミトレーラー(最小回転半

径 12.0ｍ、車両全長 16.5ｍ、車両幅 2.50ｍ)とし、一般県道 山形寺岡線への円滑な出

入りが出来る交差点形状とする。 

 

■車両軌跡図 
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② 終点部：転回場 

道路終点部の転回場は、設計車両のセミトレーラーが転回出来る大きさを確保する。 

 

■転回場計画図 

 
 

以上の検討を行い作成した道路計画平面図、道路縦断面図、交差点平面図を次ペー

ジより示す。



37 
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４-２．造成計画 

宅地分譲時に多様な需要に対応出来るよう、対象区域の造成計画は一枚盤の計画を基本

として検討を実施する。造成計画平面図を作成するにあたり考慮する基本的な考え方につ

いて以下に示す。 

 

（１）計画高 

・対象区域内で切土、盛土のバランスが図れるよう配慮する。 

・宅盤は、宅地内の排水勾配確保及び、計画道路・県道との高低差を極力小さくするた

め 1.0％の斜造成とする。 

 

（２）土工定規 

・計画法面の勾配は盛土・切土とも 1：1.8 とする。 

・法面高 5.0ｍに対し 1.5ｍの小段を設置する。 

・計画法面には法面保護として種子吹付を計画する。 

 

（３）土量計算 

① 計算方法 

土量計算は点高法（1 点柱状法）により、下記の大きさにて算出する。 

・20ｍ×20ｍメッシュ 

② 現況高 

作成した現況図を用いて地盤高を読み取る。 

③ 圧密沈下・踏み込み沈下 

圧密沈下・踏み込み沈下土量は本検討では計上しない。 

④ 土量変化率 

本検討では土量変化率は C=0.9 として計算を行う。 

⑤ 土量計算結果 

・切土 237,920   

・盛土 285,200   

・不足土 32,480  （調整池掘削残土 14,800  考慮） 

 

（４）運土計画 

・区域内の運土はバックホウ+ダンプ運搬とする。 

・不足土は購入土とする。 

 

検討を行い作成した造成計画平面図、切盛平面図、造成計画断面図、土量計算図を次ペ

ージより示す。 
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４-３．雨水排水計画 

対象区域内の雨水排水を適切に処理し調整池に導くため、計画道路内及び、県道沿いの

区域外周に雨水排水施設を設置する。施設規模の決定については「栃木県開発許可事務の

手引」に基づき以下のとおり実施する。 

 

（１）計画雨水流出量の算出条件 

① 計画雨水流出量 

   計画雨水流出量は合理式を採用 

    Q =  
	

	 	 	 	 	 	 	
 ・ C ・ I ・ A  (m3/s) 

 Q：計画雨水量 (m3/s) 

C：流出係数 

I：降雨強度 (mm/hr)  I =	 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
（タルボット式…a、b：定数） 

A：排水面積 (ha) 

t：流達時間 (分) 

 

 

② 流出係数(C) 

 「栃木県開発許可事務の手引」による用途別流出係数の標準値は下表のとおりである。

対象区域は流通施設団地としての整備が計画されているため、流出係数は 0.65 とする。 

 

用 途 地 域 流出係数 

敷地内に換地が非常に少ない商業地域や類似の住宅地域 0.80 

浸透面の野外作業場などの間地を若干持つ工場地域や庭が若干ある住宅 0.65 

住宅公団団地などの中層住宅団地や一戸建住宅の多い地域 0.50 

庭園を多く持つ高級住宅地域や畑地などが割合残る郊外地域 0.35 

 

③ 降雨強度(Ｉ) 

 降雨強度式(5 年確率)は下表のとおりである。 

 

市町村名 降雨強度式 確率年 

佐 野 I＝
5,850
t 30

 5 
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④ 流達時間 (t) 

     t= t1 + t2 

          t：流達時間(分) 

       t1：流入時間(分) 

       t2：流下時間(分)＝  L/60・V 

 

   流入時間 (t1)の標準値 

種 別 流入時間 種別 流入時間 

人口密度が大きい地区 5 分 幹線 5 分 

人口密度が小さい地区 10 分 枝線 7～10 分 

平  均 7 分   

             

   流下時間 (t2)： 

t2＝ 
	

	 	 	 	 	・	 	 	 	
 

              L ：施設延長 (m) 

         V ：マニング式による流速 (m/s) 

  

（２）排水施設断面の検討 

① 流速公式 

  マニング式による 

Q = A ・ V (m3/s)  

V =  
	

	 	 	 	 	 	 	
 ・ R2/3 ・ i1/2 (m/s) 

 Q：流量 (m3/s) 

V：流速 (m/s) 

A：流水の断面積 (m2) 

R：流水の径深 ＝A/P (m) 

P：流水の潤辺 (m) 

n：粗度係数 

i：水面勾配 
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② 粗度係数 

 

水路の状況 n の標準値 

現場打ちコンクリート 0.015 

コンクリート（二次製品） 0.013 

塩化ビニル管 0.010 

 

③ 断面の余裕 

 

形状 水位 

開渠 8 割水深 

矩形渠 9 割水深 

円形管 満流 

 

 

 

（３）雨水流量計算結果 

以上の設計条件で検討を行った雨水流量計算書、雨水排水施設平面図、雨水縦断面図、

またその条件となった雨水区割平面図を次ページより示す。
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４-４．洪水調整池計画 

「栃木県開発許可事務の手引」に基づき、洪水調整池の設置を行う。洪水調整池の設置

箇所は現況地形、計画道路の配置計画、土地利用計画、放流先である旗川への放流ルート

等の前提条件を踏まえ合理的な位置を計画する。 

 

（１）現況調査 

「調整池予定地」「放流施設候補地」について現地踏査を行い、現況状況を確認した。

現地踏査で確認された事項を以下に示す。 

 

【現地踏査で確認された事項】  

・調整池対象地は、おおむね開発区域に最低地盤に位置し、県道、北関東自動車道沿い

に位置する。現状の土地利用は、林地・農地・資材置き場になっている。  

・調整池予定地の高低差は少ないが、緩やかに南側に傾斜している。  

・近傍には調整池の貯留水を排水できる、主要な排水路、河川はない。 

 

（２）調整池基本条件 

１）準拠基準類 

調整池設計は、以下の基準類に準拠して行う。 

 

   基準 1：栃木県開発許可事務の手引 

基準 2：大規模宅地開発に伴う調整池技術基準（案）S62 

基準 3：道路土工 擁壁工指針 H24 

 基準 4：下水道施設計画・設計指針と解説 H21 

基準 5：土木構造物ガイドライン H11 
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２）基本条件 

調整池は、開発対象区域面積（A=10.80ha）を対象とし、旗川の許容放流量まで調整

することを目的として計画する。調整池の基本条件を次表にまとめる。 

 

■基本条件 

項目 基本条件 

基本的考え方 「開発区域」を対象として調整池容量を設定。 

対象流域 10.80ha 

降雨強度式 
30 年確率降雨強度式（ｒ＝7,820/（ｔ+32）） 

対象面積が 5ha 以上のため。 

流出係数 

以下の流出係数の加重平均とする。 

造成部分 0.9 

自然部分 0.6 

水面   1.0 

下流放流先 旗川（5.1m3/s/km2 Q=5.1×0.1080＝0.55m3/s） 

調整池容量 簡便法により算定 

その他 

留意事項 

洪水吐け： 大規模調整池であるが、掘込形式のため設置しない。 

余裕高 ： 0.6ｍ確保 
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３）基本施設配置 

① 計画箇所 

調整池の配置は、対象区域内の「土地利用計画」「調整池の放流先」「維持管理」「地

形」を考慮し対象区域の南端部に計画する。 

 

■調整池計画箇所案内図 

 

 

② 施設配置計画 

施設計画概要は、以下のとおりである。 

 

調整池形状：掘込形式 

堤防幅  ： － 

余裕高  ：H.W.L(計画高水位)より 60cm 以上確保する。 

法面勾配 ：調整池容量を確保できるよう 1：0.5（ブロック積）とする。 

放流施設 ：旗川へなるべく短い距離で排水できるように調整池西側とする。 

流入施設 ：開発区域の雨水排水計画より北側より流入させる。 

管理用道路：掘込形式より幅を 2.0m の管理用通路を確保する。 

坂 路  ：管理用車両が調整池内に進入できるように通路幅 4.0m、勾配 12%

以下で計画する。 

進入箇所 ：西側に進入箇所を計画し、入口には門扉を設ける。 

管理柵  ：調整池周辺（護岸天端）に高さ 1.8ｍ以上の柵を設置する。 

 

調整池計画箇所 

市道赤見 297 号線 
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４）調整池容量 

 
① 調整池規模検討 

・開発後の洪水ピーク流量を開発の行われる前におけるピーク流量の値まで調節す

る容量を持つことを基本とする。 

・調整池の容量計算は簡便法による。 

 

② 開発前のピーク流量 

●平均降雨強度 

 

30 年確率降雨強度式（佐野） 

r = 
	 ,	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

    r ： 洪水到達時間内の平均降雨強度 (mm/hr) 

   

●流出係数 

土地利用 面積(ha) 流出係数 

宅 地 8.50 0.90 

道 路 0.73 0.90 

調整池 0.46 1.00 

緑 地 1.11 0.90 

合計・平均 10.80 0.904 
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③ 調整池必要調節容量計算 

  簡便法 出流原調整池 容量（旗川放流） 

  

  降雨強度 ri = a/(t n+b)   開発面積 A = 10.80ha 

            30 年確率   流出係数 f = 0.904 

   a = 7,820 

   n = 1 

   b = 32 

 

放流量      Qc = 0.5508 m3/s ← 5.1 m3/s/km2 × 0.1080 km2 

 

放流量相当降雨強度式 

 

       rc = 360×Qc/(f・A) 

= 20 (mm/hr) 

   VI = (ri－rc/2)・60・t・f・A・1/360 

      = (a/(t^n+b)－rc/2)60・t・f・A・1/360 

           y= (a/(t^n+b)－rc/2)・t     、t^n = x とおく 

 

                 
	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 = 

	 	 	 	 	 ^	 	 	 	 	 ・	 ^	 	 	 	

	 ^	 	 	 ^	
 － 

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
 

        10x^2 + 640x + (－240000) = 0 

 

           x = 126.1898 

           t = 126 分 

V = 8,097 m3 

    

④ 堆砂容量 

 ・設計堆積土砂量は、150 m3/ha/年で計画し、堆積年数 1 年とする。 

 ・設計堆積土砂量＝150×10.80(ha)×1(年)＝1,620 m3 

 

⑤ 調整池容量 

  必要調節容量 8,097m3＋堆砂容量 1,620m3 ＝ 調整池容量 9,717m3を確保する。 
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（３）放流管断面 

放流管の最小断面は、栃木県開発許可事務の手引よりφ1,000 とし、排水勾配の検討を

行う。 

 

      ・放流管最小管径 1.0m 

・対象流量    0.55 m3/s 

・目標流速    0.8～1.8m/s 

・粗度係数    0.015 

・流下断面    3/4 断面以下 

 

暗渠（円管）流下能力計算 

項目 
水深 

(m) 

直径

(m) 

流積 

(m2) 

流下 

断面率

(%) 

潤辺

(m)

径深

(m) 

勾配

(‰)

粗度 

係数 

流速 

(m/s) 

流量 

(m3/s)

フル

ード

数 

放流管 0.655 1.00 0.545 55.9 1.886 0.289 1.20 0.015 1.010 0.550 0.426

 

以上の結果、放流管の排水勾配は 1.2‰とする。 
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（４）オリフィスの断面計算  

30 年確率降雨のピーク流量を許容放流量(Qc=0.55m3/s)まで調整するためオリフィスの

断面形状を決定する。 

 

 

Q = C×A×√(2×g×H) 

 = 0.6×(b ×h)×√(2×9.8×3.65) 

 = 0.6×(0.32×0.32)×√(2×9.8×3.65) 

 = 0.508 ＜ 0.55 (Qc)  

  

 A：オリフィスの断面積 (m2) 

  b,h：オリフィスの幅、高さ (m) 

 Q ：流出量 (m3/s) 

 Qc：許容放流量 (m3/s) 

 H：水頭差 (m) 

 g：重量の加速度 (m/s2) 

 C：流量係数 (0.60) 

 

以上の結果、本調整池は幅(b)0.32m×高さ(h)0.32m のオリフィスを 1ヶ所設置する。 

 

（５）調整池計画のまとめ  

調整池計画のまとめと調整池計画平面図を次ページより示す。 

b   h 
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  ■調整池計画のまとめ 

 
項  目 設定諸元 基準 備  考 

調節対象区域 10.80ha  敷地全体 

調節容量の設定 簡便法 基準１ ri=7,820/(t＋32) 1/30 年確率降雨強度式、 rc=Qc・360/f/A  

計画調節容量 8,097     

許容放流量 0.55m3/s 基準１  

必要調節容量割増率 －   

設計堆積土砂量    150×10.80ha×1 年＝1,620m3  基準 1 150ｍ3/ha/年 標準 1年 

利用形態 調整池のみ（多目的利用はない）   

貯留量計算式 －   

調整池形状（堤防） 掘込形式   

排水先 旗 川   

構造形式  オフサイト貯留   

構

造 

護岸 1：0.5（ブロック積）   

遮水対策 未定  地質調査(地下水位)の結果を受け検討する 

護岸高 
H.W.L＋余裕高 ⇒TP+66.00 

（H=4.4m = TP+66.0ｍ-TP+62.1ｍ＋根入れ 0.5ｍ） 
  

余裕高 0.60m   

H.W.L TP+65.40ｍ   

池敷高 TP+62.10ｍ  地下水位以上 

放流施設 

放流形式 自然放流方式 基準１  

オリフィス 幅 0.32ｍ×高さ 0.32ｍ  設計流量 Q=0.550m3/s 、5cm 以上 (cm 単位)、流量係数 0.6 

放流管 直径φ1.0ｍ 基準１ 設計流量 Q=0.550m3/s、粗度係数：0.015、φ1.0ｍ以上、V=0.6m/sec 以上、流下断面：3/4×A 

洪水吐 なし  掘込形式のため設置しない 

擁壁構造（表法） ブロック積（1：0.5）、裏コンあり、根入 0.5ｍ 基準３  

池敷構造 コンクリート床版（ｔ＝0.15ｍ）、基礎砕石（ｔ＝0.10ｍ）  目地 5～10m、コンクリート床版は、鉄筋金網 

基礎構造 直接基礎  擁壁支持力の確保、円弧すべりの破壊防止 

放流塔構造 －   

スクリーン 設置する 基準２  

坂路（調整池内） 幅員：4.0ｍ、勾配：10％  隅切り 2.0ｍ有 

進入箇所 敷地東側道路（門扉付）   

管理用通路 幅員：2.0ｍ（積ブロック天端） 基準１ 立入防止柵は含まない 

立入防止柵 高さ：1.8ｍ、占有幅：0.5ｍ   

油分分離槽の設置 なし   

注） 基準 1：栃木県開発許可事務の手引 

基準 2：大規模宅地開発に伴う防災調整節池技術基準（案）S62 

 基準 3：道路土工 擁壁工指針 H24  
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■調整池計画平面図 

 

（６）流末水路計画 

調整池放流管平面図及び、調整池放流管縦断図を次ページより示す。
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４-５．汚水排水計画 

対象区域は公共下水道区域外であるため、汚水排水処理は個別の浄化槽対応とする。 

４-６．上水道計画 

・一般県道 山形寺岡線に敷設されている給水管路(φ100)から接続する。 

・敷設延長は道路延長と同じとする。 

５．土地利用基本計画 

前述の検討を行い作成した土地利用計画図、総合基本計画図を次ページより示す。 
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６．事業費概算 

６-１．使用単価 

・作成した平面図からの数量計上が可能な工種については「平成 30 年度 施工パッケージ

型積算方式標準単価表 栃木県県土整備部」の単価を使用する。 

・パッケージ単価を使用した工種の経費率は 1.5 とする。 

・上記によらない工種( 防災工事費、給水施設整備費、用地取得 等)の単価は同様の開発

事例での単価を使用する。 

 

６-２．概算事業費 

検討を行った概算事業費を以下に示す。 

 

■概算事業費 

項目 金額（千円） 備考 

造成・施設費 1,363,717   

調査・設計費 177,103   

補償費 352,702   

用地費※ 729,626   

合計 
2,623,148 税抜き 

2,812,500 税込み(10％) 

※土地売買に際しての消費税は非課税
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６-３．事業スケジュール（案） 

対象区域の整備を行う際の事業スケジュール（案）を以下に示す。
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Ⅳ．対象区域の整備に向けた課題整理 
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IV．対象区域の整備に向けた課題整理 

１．法規制関連 

（１）地区計画の指定 

・対象区域は市街化調整区域であるので、開発には地区計画の指定が必要である。 

・栃木県では、「市街化調整区域における大規模開発に関する地区計画の同意方針」（以

下、県方針）を定め、市街化調整区域における地区計画の指定について条件を明示し

ているので、それらへの対応を早急に進める必要がある。 

（２）河川保全区域への対応 

・対象区域の北端部の一部が河川保全区域にかかるため、整備を行う際には河川法の申

請が必要となる。 

 

２．技術的課題 

（１）道路関連 

・道路線形及び、設計条件の詳細について開発指導担当と協議を行い整備方針の確認を

する必要がある。 

（２）整地関連 

・既存長大法面の安定計算で使用している設計水平震度は kh=0.15 となっており、一般

住宅地として求められる値 kh=0.20(中地震)、0.25(大地震)を下回るため、対象法面部

の地質調査を行うと共に、地震時の安全性について精査する必要がある。 

（３）調整池・放流管関連 

・放流管埋設位置の測量（地形、用地）、地質調査、埋設物調査を実施し、埋設位置を設

定する必要がある。 

・放流管を埋設する道路、近接埋設物の管理者協議を実施する必要がある。 

・河川放流地点では、排水樋管の設計が必要であるため、河川区域の確認、測量（地形、

用地）、地質調査を実施する必要がある。 

・対象区域の地盤は良好だと考えられるが、調整池周辺については地質調査（地下水位

を含む）を実施し、軟弱地盤の有無や調整池築造時の安定解析について検討を行う必

要がある。 

・基礎地盤として不適切な地盤が確認された場合には、地盤改良など軟弱地盤対策が必

要となる。 

（４）供給処理施設関連 

・計画給水量について精査し、既設管路からの給水が可能か検討を行う必要がある。 
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３．地権者・地域住民等への対応 

（１）地権者、地域住民等への事業の周知 

・対象区域の開発には地区計画の指定が必要であるが、県方針では地区計画の指定条件

の一つとして「事業説明と事業の確実性」が求められている。 

・開発整備においては、地域住民の生活環境、土地利用にも影響することから、土地所

有者、関係権利者及び地域住民に対し、対象区域の開発計画の内容を説明し、地域の

意向の確認及び合意形成を図る必要がある。 
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出流原ＰＡ周辺総合物流開発整備に関する

基本計画（Ａゾーン） 

平成３１年（2019 年）２⽉ 
発⾏ 佐野市 
編集 佐野市総合政策部北関道沿線開発推進課 

〒327-8501 栃⽊県佐野市⾼砂町１番地 
ＴＥＬ 0283-20-3045 
ＦＡＸ  0283-21-5120




